
  

一 

令和 8 年 3 月 24 日（火曜日） 千 葉 県 報 第１４１２８号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

公
安
委
員
会
規
則 

○ 

公
衆
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
暴
力
的
不
良
行
為
等
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一 

 
 

 

 
 

部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

 
 

告 
 

示 

○ 

救
急
病
院
の
認
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

○ 

令
和
七
年
千
葉
県
告
示
第
二
百
九
十
三
号
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

○ 

道
路
区
域
の
変
更 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

○ 

道
路
の
供
用
開
始
□
二
件
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

○ 

自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
の
指
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

○ 

都
市
計
画
公
園
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

○ 

都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三 

 
 

公
安
委
員
会
告
示 

○ 

遺
失
物
法
施
行
規
則
に
基
づ
く
指
定
特
例
施
設
占
有
者
の
代
表
者
の
氏
名
の
変
更 

 
 

 
 

 

三 

○ 

遺
失
物
法
施
行
令
に
基
づ
く
特
例
施
設
占
有
者
の
指
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三 

 
 

公 
 

告 

○ 

土
地
改
良
区
役
員
の
住
所
の
変
更 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五 

○ 

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任
□
二
件
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五 

○ 

都
市
計
画
ご
み
焼
却
場
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六 

 
 

特
定
調
達
公
告 

○ 

入
札
公
告
□
二
件
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六 

○ 

落
札
者
等
の
公
告
□
三
件
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
六 

公

安

委

員

会

規

則 

 
 

 
 

      

 
 

 
 

                                 

告

示 
 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

8

年

3 

月

24

日 

定 
 

例 

  
公

衆
に

著
し

く
迷

惑
を

か
け

る
暴

力
的

不
良

行
為

等
の

防
止

に
関

す
る

条
例

施
行

規
則

の
一

部
を

改
正

す
る

規
則

を
こ

こ
に

公
布

す
る

。
 

 
 

令
和

８
年

３
月

２
４

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

公
安

委
員

会
委

員
長

 
 

寺
 

嶋
 

 
哲

 
生

 
 

 

千
葉

県
公

安
委

員
会

規
則

第
１

号
 

 
 

 
公

衆
に

著
し

く
迷

惑
を

か
け

る
暴

力
的

不
良

行
為

等
の

防
止

に
関

す
る

条
例

施
行

規
則

の
一

部
を

改
正

す
る

規
則

 

 

 
公

衆
に

著
し

く
迷

惑
を

か
け

る
暴

力
的

不
良

行
為

等
の

防
止

に
関

す
る

条
例

施
行

規
則

（
平

成
２

６
年

千
葉

県
公

安
委

員
会

規
則

第
１

号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

 
第

４
条

の
次

に
次

の
３

条
を

加
え

る
。

 

 
（

位
置

情
報

記
録

・
送

信
装

置
の

範
囲

）
 

第
５

条
 

条
例

第
１

１
条

第
１

項
第

９
号

の
公

安
委

員
会

規
則

で
定

め
る

装
置

は
、

地
理

空
間

情
報

活
用

推
進

基
本

法
（

平
成

１
９

年
法

律
第

６
３

号
）

第
２

条
第

４
項

に
規

定
す

る
衛

星
測

位
の

技
術

を
用

い

て
得

ら
れ

る
当

該
装

置
の

位
置

に
係

る
位

置
情

報
を

電
磁

的
記

録
（

電
子

的
方

式
、

磁
気

的
方

式
そ

の

他
人

の
知

覚
に

よ
っ

て
は

認
識

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
方

式
で

作
ら

れ
る

記
録

で
あ

っ
て

、
電

子
計

算

機
に

よ
る

情
報

処
理

の
用

に
供

さ
れ

る
も

の
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
と

し
て

記
録

し
、

又
は

こ
れ

を

送
信

す
る

機
能

を
有

す
る

装
置

を
い

う
。

 

 
（

位
置

情
報

の
取

得
方

法
）

 

第
６

条
 

条
例

第
１

１
条

第
１

項
第

９
号

の
公

安
委

員
会

規
則

で
定

め
る

方
法

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

方
法

と
す

る
。

 

（
１

）
位

置
情

報
記

録
・

送
信

装
置

の
映

像
面

上
に

お
い

て
、

電
磁

的
記

録
と

し
て

記
録

さ
れ

た
位

置
情

報
を

視
覚

に
よ

り
認

識
す

る
こ

と
が

で
き

る
状

態
に

し
て

閲
覧

す
る

方
法

 

（
２

）
位

置
情

報
記

録
・

送
信

装
置

に
よ

り
記

録
さ

れ
た

電
磁

的
記

録
に

係
る

記
録

媒
体

を
取

得
す

る
方

法
（

当
該

電
磁

的
記

録
を

他
の

記
録

媒
体

に
複

写
す

る
方

法
を

含
む

。
）

 

（
３

）
位

置
情

報
記

録
・

送
信

装
置

に
よ

り
送

信
さ

れ
た

電
磁

的
記

録
を

受
信

す
る

方
法

（
当

該
方

法
に

よ
り

取
得

さ
れ

た
位

置
情

報
を

他
人

の
求

め
に

応
じ

て
提

供
す

る
役

務
を

提
供

す
る

者
か

ら
当

該
役

務
を

利
用

し
て

当
該

位
置

情
報

の
提

供
を

受
け

る
方

法
を

含
む

。
）

 

 
（

位
置

情
報

記
録

・
送

信
装

置
を

移
動

し
得

る
状

態
に

す
る

行
為

）
 

第
７

条
 

条
例

第
１

１
条

第
１

項
第

１
０

号
の

公
安

委
員

会
規

則
で

定
め

る
行

為
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
行

為
と

す
る

。
 

（
１

）
そ

の
所

持
す

る
物

に
位

置
情

報
記

録
・

送
信

装
置

を
差

し
入

れ
る

こ
と

。
 

（
２

）
位

置
情

報
記

録
・

送
信

装
置

を
差

し
入

れ
た

物
を

交
付

す
る

こ
と

。
 

（
３

）
そ

の
移

動
の

用
に

供
さ

れ
る

こ
と

と
さ

れ
、

又
は

現
に

供
さ

れ
て

い
る

道
路

交
通

法
（

昭
和

３
５

年
法

律
第

１
０

５
号

）
第

２
条

第
１

項
第

９
号

に
規

定
す

る
自

動
車

、
同

項
第

１
０

号
に

規
定

す
る

原
動

機
付

自
転

車
、

同
項

第
１

１
号

の
２

に
規

定
す

る
自

転
車

、
同

項
第

１
１

号
の

３
に

規
定

す
る

移
動

用
小

型
車

、
同

項
第

１
１

号
の

４
に

規
定

す
る

身
体

障
害

者
用

の
車

又
は

道
路

交
通

法
施

行
令

（
昭

和
３

５
年

政
令

第
２

７
０

号
）

第
１

条
第

１
号

に
規

定
す

る
歩

行
補

助
車

（
そ

れ
ぞ

れ
そ

の
所

持
す

る
物

に
該

当
す

る
も

の
を

除
く

。
）

に
位

置
情

報
記

録
・

送
信

装
置

を
取

り
付

け
、

又
は

差
し

入
れ

る
こ

と
。

 

 
 

 
附

 
則

 

 
こ

の
規

則
は

、
令

和
８

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 第１４１２８号 令和 8 年 3 月 24 日（火曜日） 

千
葉
県
告
示
第
百
四
十
八
号 

 
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
□
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
□
第
一
条
に
規
定
す
る
医
療
機
関
と

し
て
救
急
業
務
に
協
力
す
る
旨
の
申
出
が
あ
□
た
次
の
病
院
を
救
急
病
院
と
認
定
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

名 
 

 
 

 

称 

所 
 

 

在 
 

 

地 

認
定
の
有
効
期
限 

医
療
法
人
社
団
聖
和
会 

天

王
台
消
化
器
病
院 

我
孫
子
市
柴
崎
台
一
丁
目
一
八
番
三

八
号 

令
和
十
一
年
三
月
十
七

日 
  

千
葉
県
告
示
第
百
四
十
九
号 

 

令
和
七
年
千
葉
県
告
示
第
二
百
九
十
三
号
□
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

 

一
１
中
□
一
○
六
・
九
ト
ン
□
を
□
一
○
八
・
六
ト
ン
□
に
改
め
□
一
２
の
表
四
の
項
中
□
七
・
三
ト

ン
□
を
□
八
・
○
ト
ン
□
に
改
め
□
同
表
八
の
項
中
□
三
五
・
〇
ト
ン
□
を
□
三
六
・
二
ト
ン
□
に
改

め
□
同
表
十
二
の
項
中
□
一
七
・
七
ト
ン
□
を
□
一
八
・
三
ト
ン
□
に
改
め
□
同
表
十
三
の
項
中
□
二

三
・
五
ト
ン
□
を
□
二
四
・
三
ト
ン
□
に
改
め
る
□ 

 

千
葉
県
告
示
第
百
五
十
号 

 

道
路
法
□
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
□
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
道
路
の
区
域
を
次 

の
と
お
り
変
更
し
た
□ 

 

そ
の
関
係
図
面
は
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及
び
印
旛
土
木
事
務
所
に
お
い
て
□
令
和
八
年

三
月
二
十
四
日
か
ら
三
週
間
□
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 
人 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路
線
名 

八
千
代
印
旛
栄
自
転
車
道
線 

三 

変
更
の
区
間
並
び
に
敷
地
の
幅
員
及
び
そ
の
延
長 

区 
 

 
 

間 

変
更
の
前
後
別 

敷

地

の

幅

員 

延 
 
 
 
 
 
 

長 

佐
倉
市
飯
野
字

名
食
戸
一
□
六

五
四
番
地
先
か 

ら
一
□
七
一
九

番
地
先
ま
で 

前 

 

三
・
六
〇
メ
□
ト
ル
か
ら 

五
・
一
九
メ
□
ト
ル
ま
で 

七
五
〇
・
〇
〇
メ
□
ト
ル 

後 

三
・
五
〇
メ
□
ト
ル
か
ら 

五
・
〇
〇
メ
□
ト
ル
ま
で 

七
五
〇
・
〇
〇
メ
□
ト
ル 

 
 

 
 

 
 

 
 

佐
倉
市
飯
野
字

名
食
戸
一
□
七

二
九
番
一
地
先

か
ら
土
浮
干
拓

五
番
地
先
ま
で 

前 

二
・
六
九
メ
□
ト
ル
か
ら 

三
・
〇
〇
メ
□
ト
ル
ま
で 

三
□
二
三
六
・
〇
〇
メ
□

ト
ル 

後 

五
・
〇
〇
メ
□
ト
ル
か
ら 

九
・
五
〇
メ
□
ト
ル
ま
で 

三
□
二
三
六
・
〇
〇
メ
□

ト
ル 

  

千
葉
県
告
示
第
百
五
十
一
号 

 

道
路
法
□
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
□
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
令
和
八
年
三
月
二

十
六
日
か
ら
次
の
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
□ 

 

そ
の
関
係
図
面
は
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及
び
印
旛
土
木
事
務
所
に
お
い
て
□
令
和
八
年

三
月
二
十
四
日
か
ら
三
週
間
□
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

路 
 

 

線 
 

 

名 

供

用

開

始

の

区

間 

県
道
八
千
代
印
旛
栄
自
転

車
道
線 

佐
倉
市
飯
野
字
名
食
戸
一
□
六
五
四
番
地
先
か
ら
一
□
七
一
九
番
地

先
ま
で 

佐
倉
市
飯
野
字
名
食
戸
一
□
七
二
九
番
一
地
先
か
ら
土
浮
干
拓
五
番

地
先
ま
で 

  

千
葉
県
告
示
第
百
五
十
二
号 

 

道
路
法
□
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
□
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
令
和
八
年
三
月
二

十
五
日
か
ら
次
の
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
□ 

 

そ
の
関
係
図
面
は
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及
び
長
生
土
木
事
務
所
に
お
い
て
□
令
和
八
年

三
月
二
十
四
日
か
ら
三
週
間
□
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

路 
 

 

線 
 

 

名 

供

用

開

始

の

区

間 

県
道
市
原
茂
原
線 

長
生
郡
長
柄
町
針
ケ
谷
字
前
畑
二
〇
八
番
八
地
先
か
ら
字
八
幡
前

九
六
八
番
一
地
先
ま
で 

  

千
葉
県
告
示
第
百
五
十
三
号 

 

道
路
法
□
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
□
第
四
十
八
条
の
十
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と

お
り
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
の
指
定
を
す
る
□ 

 

そ
の
関
係
図
面
は
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及
び
印
旛
土
木
事
務
所
に
お
い
て
□
令
和
八
年

三
月
二
十
四
日
か
ら
三
週
間
□
縦
覧
に
供
す
る
□ 



  

三 

令和 8 年 3 月 24 日（火曜日） 千 葉 県 報 第１４１２８号 
 

 

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 
一 
道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路
線
名 

八
千
代
印
旛
栄
自
転
車
道
線 

三 

指
定
す
る
道
路
の
区
間 

 

 
 

佐
倉
市
飯
野
字
名
食
戸
一
□
六
五
四
番
地
先
か
ら
一
□
七
一
九
番
地
先
ま
で 

 
 

佐
倉
市
飯
野
字
名
食
戸
一
□
七
二
九
番
一
地
先
か
ら
土
浮
干
拓
五
番
地
先
ま
で 

四 

指
定
す
る
期
日 
令
和
八
年
三
月
二
十
四
日 

 

千
葉
県
告
示
第
百
五
十
四
号 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
千
葉
都
市
計
画

公
園
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

千
葉
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

千
葉
都
市
計
画
公
園
事
業
五
・
五
・
七
号
都
川
総
合
親
水
公
園 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
十
八
年
四
月
二
十
一
日
か
ら
令
和
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

事
業
地 

 
 

収
用
の
部
分 

変
更
な
し 

 
 

使
用
の
部
分 

変
更
な
し 

 

千
葉
県
告
示
第
百
五
十
五
号 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
旭
都
市
計
画
下

水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

旭
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

旭
都
市
計
画
下
水
道
事
業
旭
市
第
一
号
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
六
年
二
月
十
五
日
か
ら
令
和
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

事
業
地 

 
 

収
用
の
部
分 

変
更
な
し 

 
 

使
用
の
部
分 

平
成
六
年
千
葉
県
告
示
第
百
十
一
号
□
平
成
十
年
千
葉
県
告
示
第
七
百
十
一
号
□
平

成
十
二
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
二
十
四
号
□
平
成
十
七
年
千
葉
県
告
示
第
五
百
三
十
三

号
□
平
成
二
十
四
年
千
葉
県
告
示
第
三
十
七
号
□
平
成
二
十
八
年
千
葉
県
告
示
第
二
百

三
十
四
号
□
平
成
三
十
一
年
千
葉
県
告
示
第
九
号
□
令
和
四
年
千
葉
県
告
示
第
八
十
号

及
び
令
和
七
年
千
葉
県
告
示
第
百
九
十
二
号
の
事
業
地
に 

に
掲
げ
る
区
域
を
加
え
た

区
域
と
し
□
当
該
事
業
地
の
う
ち 

に
掲
げ
る
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

旭
市
イ
字
振
田
□
字
山
中
□
字
鍋
田
□
字
渕
木
□
字
生
沼
及
び
字
新
川
□
ハ
字
林

及
び
字
沼
田
並
び
に
ニ
字
北
十
枚
□
字
勘
解
由
台
□
字
五
味
塚
前
□
字
田
端
前
□
字

原
山
及
び
字
五
郎
作
の
各
一
部
の
区
域 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

旭
市
イ
字
瀬
道
□
字
野
中
田
及
び
字
川
端
□
ロ
字
西
ノ
崎
□
ハ
字
曲
田
□
字
陽
見

地
□
字
白
水
□
字
砂
利
□
字
行
人
田
及
び
字
通
地
田
□
ニ
字
大
正
□
字
東
□
字
井
戸

尻
□
字
袋
西
□
字
五
味
塚
□
字
田
中
前
□
字
新
宿
□
字
宿
下
及
び
字
谷
原
並
び
に
西

足
洗
字
戸
村
田
地
内 

公

安

委

員

会

告

示 

 
 

 
 

                   
 

 
 

 

 

（一） 

 

（一） 

 

（二） 

 

（二） 

千
葉

県
公

安
委

員
会

告
示

第
６

号
 

 
遺

失
物

法
施

行
規

則
（

平
成

１
９

年
国

家
公

安
委

員
会

規
則

第
６

号
）

第
２

９
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

指
定

特
例

施
設

占
有

者
の

代
表

者
の

氏
名

の
変

更
に

つ
い

て
次

の
と

お
り

届
出

が
あ

っ
た

。
 

 
 

令
和

８
年

３
月

２
４

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

公
安

委
員

会
委

員
長

 
 

寺
 

嶋
 

 
哲

 
生

 
 

 

氏
名

等
 

代
表

者
の

氏
名

 
施

設
の

名
称

及
び

所
在

地
 

変
更

年
月

日
 

変
更

前
 

変
更

後
 

株
式

会
社

イ
ク

ス
ピ

ア
リ

 
浦

安
市

舞
浜

１
番

地
４

 

代
表

取
締

役

 
爪

川
治

 

代
表

取
締

役

 
土

屋
浩

一
 

イ
ク

ス
ピ

ア
リ

 
浦

安
市

舞
浜

１
番

地
４

 

舞
浜

ア
ン

フ
ィ

シ
ア

タ
ー

 
浦

安
市

舞
浜

２
番

地
５

０
 

令
和

７
年

２

月
１

日
 

株
式

会
社

オ
リ

エ
ン

タ
ル

ラ
ン

ド
 

浦
安

市
舞

浜
１

番
地

１
 

代
表

取
締

役

 
吉

田
謙

次
 

代
表

取
締

役

 
高

橋
渉

 

東
京

デ
ィ

ズ
ニ

ー
ラ

ン
ド

 
浦

安
市

舞
浜

１
番

地
１

 

東
京

デ
ィ

ズ
ニ

ー
シ

ー
 

浦
安

市
舞

浜
１

番
地

１
 

令
和

７
年

４

月
１

日
 

千
葉

県
公

安
委

員
会

告
示

第
７

号
 

 
遺

失
物

法
施

行
令

（
平

成
１

９
年

政
令

第
２

１
号

）
第

５
条

第
５

号
の

規
定

に
よ

り
、

特
例

施
設

占
有
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者
を

次
の

と
お

り
指

定
し

た
。

 

 
 

令
和

８
年

３
月

２
４

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

公
安

委
員

会
委

員
長

 
 

寺
 

嶋
 

 
哲

 
生

 
 

 

氏
名

等
 

代
表

者
の

氏
名

 
施

設
の

名
称

及
び

所
在

地
 

指
定

年
月

日
 

株
式

会
社

ダ
イ

ナ
ム

 

東
京

都
荒

川
区

西
日

暮
里

二
丁

目
２

７
番

５
号

 

代
表

取
締

役
 

保
坂

明
 

ダ
イ

ナ
ム

八
街

店
 

八
街

市
八

街
に

２
８

７
番

地

２
 

令
和

７
年

７
月

８

日
 

〃
 

〃
 

ダ
イ

ナ
ム

四
街

道
店

 

四
街

道
市

小
名

木
字

馬
場

作

１
２

４
番

４
 

〃
 

〃
 

〃
 

ダ
イ

ナ
ム

千
葉

成
東

店
 

山
武

市
成

東
字

沖
ノ

前
１

，

９
３

２
番

地
１

 

〃
 

〃
 

〃
 

ダ
イ

ナ
ム

千
葉

旭
店

 

旭
市

川
口

字
及

内
３

，
３

９

７
番

地
２

 

〃
 

〃
 

〃
 

ダ
イ

ナ
ム

千
葉

東
金

店
 

東
金

市
福

俵
字

駅
前

１
０

２

番
地

１
 

〃
 

〃
 

〃
 

ダ
イ

ナ
ム

千
葉

銚
子

店
 

銚
子

市
余

山
町

１
３

５
番

地

１
 

〃
 

〃
 

〃
 

ダ
イ

ナ
ム

千
葉

長
生

店
 

長
生

郡
長

生
村

本
郷

字
大

菅

７
，

３
５

１
番

地
 

〃
 

〃
 

〃
 

ダ
イ

ナ
ム

千
葉

小
見

川
店

 

香
取

市
本

郷
字

部
田

７
２

８

番
地

 

〃
 

〃
 

〃
 

ダ
イ

ナ
ム

千
葉

館
山

店
 

館
山

市
八

幡
字

沼
田

２
４

６

番
地

 

〃
 

〃
 

〃
 

ダ
イ

ナ
ム

千
葉

横
芝

店
 

山
武

郡
横

芝
光

町
横

芝
字

折

戸
２

，
１

７
３

番
地

 

〃
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

〃
 

〃
 

ダ
イ

ナ
ム

千
葉

海
上

店
 

旭
市

後
草

１
，

２
２

６
番

地
 

〃
 

〃
 

〃
 

ダ
イ

ナ
ム

千
葉

茂
原

店
 

茂
原

市
小

林
字

野
中

１
，

６

２
７

番
地

２
 

〃
 

株
式

会
社

マ
ル

ハ
ン

 
京

都
府

京
都

市
上

京
区

出
町

今
出

川
上

る
青

龍
町

２
３

１
番

地
 

代
表

取
締

役
 

韓
裕

 

マ
ル

ハ
ン

市
原

店
 

市
原

市
八

幡
浦

一
丁

目
４

番

地
７

文
芸

坐
ビ

ル
 

令
和

７
年

９
月

１

日
 

〃
 

〃
 

マ
ル

ハ
ン

メ
ガ

シ
テ

ィ
柏

 

柏
市

十
余

二
２

４
９

番
地

８

６
柏

シ
ョ

ッ
ピ

ン
グ

セ
ン

タ
ー

専
門

店
街

ゾ
ー

ン
１

階
 

〃
 

〃
 

〃
 

マ
ル

ハ
ン

千
葉

北
店

 

千
葉

市
稲

毛
区

長
沼

原
町

８

３
４

番
地

１
 

〃
 

〃
 

〃
 

マ
ル

ハ
ン

千
葉

ニ
ュ

ー
タ

ウ

ン
店

 

印
西

市
中

央
南

一
丁

目
７

番

地
１

 

〃
 

〃
 

〃
 

マ
ル

ハ
ン

千
葉

み
な

と
店

 

千
葉

市
中

央
区

中
央

港
一

丁

目
２

２
番

１
８

号
 

〃
 

〃
 

〃
 

マ
ル

ハ
ン

習
志

野
店

 

習
志

野
市

屋
敷

四
丁

目
３

番

２
号

 

〃
 

〃
 

〃
 

マ
ル

ハ
ン

松
飛

台
店

 

松
戸

市
松

飛
台

２
６

１
番

地

２
 

〃
 

〃
 

〃
 

マ
ル

ハ
ン

茂
原

店
 

茂
原

市
腰

当
５

１
５

番
地

 

〃
 

〃
 

〃
 

マ
ル

ハ
ン

八
千

代
東

店
 

八
千

代
市

上
高

野
１

，
５

０

５
番

地
３

 

〃
 

 
 

 
 

 



  

五 
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公

告 

 
 

 

土
地
改
良
区
役
員
の
住
所
の
変
更 

 

土
地
改
良
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
□
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
□
東
葛
北

部
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
住
所
の
変
更
の
届
出
が
あ
□
た
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

理
事
・
監

事

の

別 

氏 
 

名 
住 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

所 
変 

 
更 

 

前 

変 
 

更 
 

後 

理 
 

事 

渡
邊 

英
子 

野
田
市
山
崎
一
□
八
八
三
番
地

の
七
プ
レ
デ
□
ア
梅
郷
ス
テ
□

シ
□
ン
フ
ロ
ン
ト
六
〇
二
号
室 

野
田
市
梅
郷
五
番
地
の
四
プ
レ

デ
□
ア
梅
郷
ス
テ
□
シ
□
ン
フ

ロ
ン
ト
六
〇
二
号
室 

   
 

 

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任 

 

土
地
改
良
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
□
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
□
千
葉
県

根
木
名
川
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
□
た
□ 

 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 
谷 

 

俊 

人 
 

 

一 

退
任
理
事 

 
 

成
田
市
荒
海
一
□
三
三
五
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□ 

岡 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〃 
 

押
畑
七
一
八
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

秋 

山 
 

恒 
男 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〃 
 

芦
田
二
〇
八
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
鍬
田 

 

彰 

範 

 
 

〃 
 

久
住
中
央
三
丁
目
五
番
地
一
〇 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

本 
 

哲 

夫 

 
 

〃 
 

新
川
二
□
三
五
一
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□ 

田 
 

昭 

二 

 
 

〃 
 

磯
部
一
五
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

檜 

垣 
 

好 

克 

 
 

〃 
 

宝
田
一
□
三
〇
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

小 

川 
 

俊 

夫 

 
 

〃 
 

新
妻
七
四
一
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

南 

井 
 

一 

夫 

 
 

〃 
 

長
沼
八
三
七
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

成 

毛 
 

 
 

隆 

 
 

〃 
 

安
西
一
九
七
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

加 

藤 
 

誠 

司 
 

 

二 

退
任
監
事 

 
 

 
 

成
田
市
長
沼
八
七
七
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

大 

木 
 

孝 

男 

 
 

〃 
 

下
金
山
五
二
四
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

加 

藤 
 

幹 

郎 
 

 

 
 

〃 
 

宝
田
一
□
四
一
八
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

小 

川 
 

順 

生 

三 

就
任
理
事 

 
 

成
田
市
押
畑
七
一
八
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

秋 

山 
 

恒 

男 

 
 

〃 
 

新
川
二
□
三
五
一
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□ 

田 
 

昭 

二 

 
 

〃 
 

磯
部
一
五
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

檜 

垣 
 

好 

克 
 

 
 

〃 
 

長
沼
八
三
七
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

成 

毛 
 

 
 

隆 

 
 

〃 
 

安
西
一
九
七
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

加 

藤 
 

誠 

司 

 
 

〃 
 

四
谷
一
□
三
〇
四
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

飯 

田 
 

良 
 

 
 

〃 
 

新
妻
七
八
一
番
地
二 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岩 

館 
 

政 

弘 

 
 

〃 
 

宝
田
一
□
一
八
三
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

伊 

藤 
 

仁 

志 

 
 

〃 
 

芦
田
一
□
四
七
二
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

伊 

藤 
 

裕 

之 
 

 

 
 

〃 
 

飯
岡
一
三
一
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

神 

山 
 

春 

夫 
 

四 

就
任
監
事 

 
 

成
田
市
下
金
山
五
二
四
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

加 

藤 
 

幹 

郎 

 
 

〃 
 

長
沼
三
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

鈴 

木 
 

健 

夫 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〃 
 

宝
田
二
□
三
七
三
番
地
五 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山 

田 
 

節 

夫 

  
 

 

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任 

 

土
地
改
良
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
□
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
□
印
旛
沼

土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
□
た
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

退
任
理
事 

 
 

印
西
市
松
崎
三
九
八
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

木 

村 
 

正 

博 
 

 
 

 
 

〃 
 

笠
神
六
三
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

小 

川 
 

利 

彦 

 
 

〃 
 

将
監
二
九
九
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

清 

水 
 

眞 

市 

 
 

〃 
 

下
井
四
七
番
地
八 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

小 

倉 
 

正 

美 
 

 
 

〃 
 

平
賀
一
□
一
五
二
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

豊 

田 
 

光 

弘 

 
 

印
旛
郡
栄
町
安
食
三
□
三
六
七
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

野 
 

 
 

茂 

 
 

〃 
 

〃 

四
箇
六
七
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

長
谷
川 

 
 

彦 

 
 

成
田
市
下
方
二
〇
七
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

秦 

野 
 

弘 

之 

 
 

〃 
 

台
方
一
九
〇
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内 

山 
 

良 

一 
 

 

 
 

佐
倉
市
宮
前
三
丁
目
五
番
地
一 

三
〇
一
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡 

本 
 

 
 

隆 

 
 

〃 
 

六
崎
六
八
三
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

長 

澤 
 

信 

夫 

 
 

〃 
 

飯
塚
三
七
一
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

土 

屋 
 

勝 

弘 

 
 

 
 

〃
 

〃
 

マ
ル

ハ
ン

メ
ガ

シ
テ

ィ
八

千

代
緑

が
丘

 

八
千

代
市

緑
が

丘
西

二
丁

目

１
３

番
地

３
 

〃
 



 
 

 

六 
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八
千
代
市
村
上
南
二
丁
目
一
五
番
地
二
九 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

竹 

内 
 

 
 

誠 

 
 

船
橋
市
小
室
町
一
□
四
八
九
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

武 

藤 
 

 

夫 
二 
退
任
監
事 

 
 

 

 
 

印
西
市
吉
高
一
□
二
八
五
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

須 

藤 
 

賢 

一 

 
 

成
田
市
台
方
六
五
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

古 

関 
 

 
 

修 

 
 

八
街
市
根
古
谷
六
六
五
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

富 

彌 
 

新 

一 

 
 

八
千
代
市
桑
納
四
三
〇
・
四
三
一
番
地
合
併 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

石 

井 
 

 

雄 

三 

就
任
理
事 

 
 

印
西
市
吉
田
一
□
六
二
三
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

宮 

内 
 

弘 

行 

 
 

〃 
 

笠
神
六
三
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

小 

川 
 

利 

彦 

 
 

〃 
 

将
監
二
九
九
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

清 

水 
 

眞 

市 

 
 

〃 
 

下
井
四
七
番
地
八 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

小 

倉 
 

正 

美 

 
 

〃 
 

平
賀
一
□
一
五
二
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

豊 

田 
 

光 

弘 

 
 

印
旛
郡
栄
町
安
食
一
□
五
四
三
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

大 

澤 
 

義 

和 

 
 

〃 
 

〃 

四
箇
六
七
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

長
谷
川 

 
 

彦 

 
 

成
田
市
下
方
一
□
七
四
五
番
地
四 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

鵜 

澤 
 

 
 

博 

 
 

〃 
 

台
方
一
□
七
六
七
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

藤 

﨑 
 

 

雄 

 
 

印
旛
郡
酒
々
井
町
上
岩
橋
五
六
九
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

石 

井 
 

義 

忠 

 
 

佐
倉
市
宮
前
三
丁
目
五
番
地
一 

三
〇
一
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡 

本 
 

 
 

隆 

 
 

〃 
 

小
竹
八
二
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

秋 

元 
 

政 

訓 

 
 

〃 
 

六
崎
六
八
三
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

長 

澤 
 

信 

夫 

 
 

〃 
 

坂
戸
一
□
六
二
四
番
地
七 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三 
本 

 

信 

彰 

 
 

八
千
代
市
桑
納
四
一
九
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

白 

井 
 

克 

己 

 
 

船
橋
市
小
室
町
一
□
四
八
九
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

武 

藤 
 

 

夫 

四 

就
任
監
事 

 
 

印
西
市
瀬
戸
二
□
二
三
一
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

佐 

瀬 
 

富
士
夫 

 
 

印
旛
郡
栄
町
須
賀
一
□
九
三
五
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

宮 

本 
 

敏 

郎 

 
 

佐
倉
市
飯
塚
三
六
八
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

土 

屋 
 

志 

郎 

 
 

八
千
代
市
保
品
九
六
八
番
地
の
二 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

藤 

縄 
 

照 

夫 
 

 
 

  
 

 

都
市
計
画
ご
み
焼
却
場
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日
野
田
市
の
変
更
に
係
る
野
田
都
市
計
画
ご
み
焼
却
場
の
関
係
図
書
の
送
付
が

あ
□
た
の
で
□
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧

に
供
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

特

定

調

達

公

告 

 

こ
の
特
定
調
達
公
告
に
掲
載
さ
れ
る
入
札
公
告
等
は
□
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で 

 

あ
る
□ 

 
 

 
 

     
 

 
 

     
 

 
 

     
 

 
 

     
 

 
 

         
 

 
入

札
公

告
 

 
別

冊
の

と
お

り
一

般
競

争
入

札
に

付
す

る
。

 

 
 

令
和

８
年

３
月

２
４

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

知
事

 
 

熊
 

谷
 

 
俊

 
人

 
 

 

 
 

 
入

札
公

告
 

 
別

冊
の

と
お

り
一

般
競

争
入

札
に

付
す

る
。

 

 
 

令
和

８
年

３
月

２
４

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

知
事

 
 

熊
 

谷
 

 
俊

 
人

 
 

 

 
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
別

冊
の

と
お

り
落

札
者

等
に

つ
い

て
公

告
す

る
。

 

 
 

令
和

８
年

３
月

２
４

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

知
事

 
 

熊
 

谷
 

 
俊

 
人

 
 

 

 
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
別

冊
の

と
お

り
落

札
者

等
に

つ
い

て
公

告
す

る
。

 

 
 

令
和

８
年

３
月

２
４

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

知
事

 
 

熊
 

谷
 

 
俊

 
人

 
 

 

 
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
別

冊
の

と
お

り
落

札
者

等
に

つ
い

て
公

告
す

る
。

 

 
 

令
和

８
年

３
月

２
４

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

こ
ど

も
病

院
長

 
 

皆
 

川
 

 
真

 
規

 
 

 

 

 
 

 

購
読
料 

本
号
□
別
冊
を
含
む
□
□ 

 

一
部 

 
 

 
 

 

三
九
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三
□
二
二
三
□
二
六
五
八 

 


